
在宅緩和ケア もみのき診療所 

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

運営規程 

  

（事業の目的） 

 第 1 条 

  要介護状態又は要支援状態にある者（以下「要介護者等」という）に対し、適切な訪問

リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション（以下「訪問リハビリ」という）

を提供することを目的とする。  

 

（運営方針）  

第 2 条 

 1. 訪問リハビリテーションにおいては、介護保険法に定める内容を遵守し、事業を実施す

るものとする。 

 2．訪問リハビリの従事者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、その他の必要なリハ

ビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図るとともに、自立した生

活の支援を行う。  

3．訪問リハビリの実施にあたっては、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係

市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

 

（事業所の名称等） 

 第 3 条 

 訪問リハビリを実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 

 (1)名 称：在宅緩和ケア もみのき診療所 

(2)所在地：茨城県水戸市新荘 1-5-19 

 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

 第 4 条 

在宅緩和ケア もみのき診療所における訪問リハビリに勤務する職種、員数及び職務

内容は次の通りとする。 医師：常勤 １名、理学療法士：常勤 ２名、作業療法士：常勤 

１名。 理学療法士及び作業療法士は、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画にも



とづき、利用者の心身機能の維持回復を図るため、必要なリハビリテーション指導を行う。 

 

 （営業日及び営業時間） 

 第 5 条 

 訪問リハビリの営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

 (1)営業日：毎週月曜日～金曜日、(但し、事業所のやむをえない都合等により提供が困難な

場合は曜日を限定して提供することがある) 但し、水曜日午後、国民の祝日、

12 月 29 日～1 月 3 日までを除く。 

 (2)営業時間：午前９時００分～午後６時００分 

 

 

 （訪問リハビリのサービスの内容） 

 第 6 条 

1． 訪問リハビリは、計画的な医学管理を行っている医師の指示にもとづき、居宅を訪問

し、基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適用能力の回復を図るための訓練等

について必要な指導を行う。 

 

（通常の事業の実施範囲） 

 第 7 条 

 通常の訪問区域の範囲については、水戸市、ひたちなか市、那珂市の一部区域とする。 

 

（利用料その他の費用の額） 

 第 8 条 

 1．訪問リハビリを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものと

する。 

 2．第 7 条に規定した通常の事業の実施地域を越えて行う訪問リハビリに要した交通費に

ついては、その実費を徴収する場合がある。尚、有料駐車場やタクシー利用しか方法が

ない場合はその実費額を徴収する場合がある。 

 3．交通費の徴収の際には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及

び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。 

 4．その他の費用の徴収が必要となった場合は、その都度協議して利用者等に説明を行い、

同意を得たものに限り徴収する。 

 5．その他利用料について支払いが困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額

又は免除することができる。 

 

 



 （秘密保持等） 

 第 9 条 

 1. 個人情報保護法を遵守し、在宅緩和ケア もみのき診療所、並びに訪問リハビリの個人

情報の保護に関する基本方針（1.利用者範囲の明確化、適切な取り扱い 2.漏洩防止の

確立 3. 開示等の請求は誠意を持って対応）にそって、個人情報を取り扱います。 

 2．事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供にあ

たって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏らさない。 

 3．事業者はその従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密をもら

すことがないように必要な措置を講ずる。 

 4. 事業者は、利用者に医療上の必要がある場合には、他の医療機関等に利用者に関する心

身等の情報を提供できるものとする。 

 5. 第 3 項に拘らず、利用者にかかわる他の居宅介護支援事業者等との連携をはかる等、 

正当な理由がある場合には、利用者又は利用者の家族等の個人情報を用いること がで

きるものとする。 

 6.利用者又は利用者家族の個人情報を用いることに関しては、利用者および利用者家族か

ら同意を得ていることを原則とする。 

 

 （記録の整備） 

 第 10 条 

 1.設備、備品、従業者及び会計に関する諸記録を整備する。 

 2.利用者に対する訪問リハビリの提供に関する記録（日々の記録、評価結果、サービス提

供票、診療情報提供書等）を整備し、その完結の日から 5 年間保存する。 

 

 （苦情処理） 

 第 11 条 

 1.提供したサービスに係る利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため に、

担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じる。 

 2.提供したサービスに関し、利用者からの苦情に関して水戸市等が行う調査に協力すると

ともに、水戸市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行う。 

 

 （緊急時等における対応方法） 

 第 12 条 

従業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他

必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じる。 

 



 （事故発生時の対応） 

 第 13 条 

 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに水戸市その

他市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる、かりつけ医等に連絡をおこなうと

ともに、必要な措置を講じる。  

 

（損害賠償） 

 第 14 条 

利用者に対するサービスの提供により賠償すべき責任ある事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行う。 

  

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第 15 条 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

1．虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期

的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。 

2．虐待の防止のための指針を整備する。 

3．従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

4．前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。 

 

（その他運営に関する留意事項） 

 第 16 条 1．社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため、研究、研修の機会を

設け、また業務体制を整備する。 

2．この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は重要事項説明書に基づ

くものとする。 

 

 

 

 

 

（付 則） この規程は 2021 年 8 月 1 日から施行する。 

この規程の改定は 2023 年 8 月 1 日から施行する。 

この規程の改定は 2024 年 4 月 1 日から施行する。 

 


